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東日本大震災からの復興に向けた取組

国土交通省

令和８年３月１１日

（凡例）令和７年２月末からの変更点を赤字見消しで記載



地震・津波による被害からのインフラの本格復旧・復興の進捗状況等
（令和７ ８年２月末時点）

●インフラの本格復旧・復興

●その他の取組 ー除去土壌（復興再生土）の活用についてー

項 目 海岸対策  河川対策
（直轄区間）

河川対策
（県・市町村管理区間）

水道施設 下水道（復旧） 下水道（復興）

進捗率 100％（着工）
99％（完了）

100％（完了） 100％（着工）
99％（完了）

100％（着工・一部供用始）

99％（完了）
100％（完了） 100％（完了）

指標名 本復旧・復興工事に着工した地区海岸、本復旧・復興工事が完了し
た地区海岸の割合

※「復旧」とは、災害復旧事業により行う復旧工事のこと。
※「復興」とは、社会資本整備総合交付金又は農山漁村地域整備
交付金により行う整備工事のこと。

※国が避難指示区域等として設定した、福島県内の12市町村を除く。

本復旧工事が完了した河川管理施設
（直轄管理区間）の割合

本復旧工事が完了した河川管
理施設（県・市町村管理区間）
の割合

本復旧・復興工事に着工・一部供用開
始・完了した水道事業数の割合

通常処理に移行した下水処理場
の割合

※被災前と同程度の放流水質ま
で処理が実施可能となった処
理場

復興まちづくり計画に基づき下水道事業を計画し、
処理場またはポンプ場の整備を含む地区数のう
ち、
・下水道事業に着工している地区数
・下水道事業が一部供用開始した地区数
・下水道事業が完了した地区数 の割合

項 目 復興まちづくり
（防災集団移転促進事業）

復興まちづくり
（土地区画整理事業）

復興まちづくり
（津波復興拠点整備事業）

復興まちづくり
（造成宅地の滑動崩落防止）

進捗率 【地区ベース】 100％（完了）
【戸数ベース】 100％（完了）

【地区ベース】 100％（完了）
【戸数ベース】 100％（完了）

100％（完了） 100％（完了）

指標名 造成工事の着工数、造成工事の完了数の割合

※災害公営住宅のみにより宅地供給される地区を含む

造成工事の着工数、宅地の引渡開始地区数
造成工事の完了数の割合

※防災集団移転促進事業や災害公営住宅のみにより宅地供給される地区を含む。
※「引渡開始地区数」は宅地の一部を引渡した地区を計上。

造成完了した地区数、工事に着手した地区数の
割合

対策工事が完了した地区数の割合

項 目 道 路
（直轄区間）

道 路
（県・市町村管理区間）

道 路
（復興道路・復興支援道路）

鉄 道 港 湾 災害公営住宅

進捗率 100％（完了） 100％（完了） 100％（完了） 100％（完了） 100％（完了） 100％（完了）

指標名 本復旧が完了した道路開通延長の割合

※避難指示解除準備区域等を含む。岩
手、宮城、福島県内の国道４号、６号、
４５号に限る。

本復旧が完了した道路路線数
の割合

復興道路・復興支援道路の着工率
復興道路・復興支援道路の整備率

運転を再開した鉄道路線延長※の割合

※ＪＲ大船渡線・気仙沼線のＢＲＴによる本格復旧分を含む。
※避難指示解除準備区域等を含む（JR常磐線浪江～富岡
駅間（20.8km）を含む）

本復旧工事が完了した復
旧工程計画に定められた
港湾施設の割合

災害公営住宅の用地確保が完了した戸数、
建築工事に着手した戸数、建築工事が完了した戸数の割合

※進捗率には、帰還者向け災害公営住宅の計画を含んでいない
※供給計画は「住まいの復興工程表」（R4.1末時点）による。

中央合同庁舎３号館での
復興再生利用（正門側駐車場花壇）

➢ 令和７年８月、「福島県内除去土壌等の県外最終処分の実現に
向けた復興再生利用等の推進に関するロードマップ（当面５年
程度）※」が策定され、2045年までに福島県外で「最終処分」又
は公共事業等において「復興再生利用」 を進めることとされた。

➢ ロードマップに基づき、令和７年７月に総理官邸の前庭に除去
土壌（復興再生土）を利用した工事が実施されたことに続き、同
年９月から１０月にかけて国土交通省（中央合同庁舎３号館）を
含む各省庁でも花壇工事を実施。

※原則として、福島県の帰還困難区域等を除く。
※各指標の分母、分子の定義については、事業の進捗に応じ変更となる可能性がある。

出典：復興庁「公共インフラの本格復旧・復興の進捗状況」を基に当省にて更新

※令和７年８月26日 福島県内除去土壌等の県外最終処分の実現に向けた再生利用等推進会議決定 1



原子力災害の被災地域における取組状況

○避難指示区域の概念図
（令和６年４月設定）

出典：復興推進会議（第42回）・原子力災害対策本部会議（第65回）合同会合資料より国土交通省作成。

➢ 避難指示区域は、除染の進捗に伴い、順次縮小してきた。
➢ 「特定復興再生拠点区域」は、復興の拠点となる区域として、令和５年11月までに、全ての拠点区域で避難指示が

解除され、除染及びインフラ整備を集中的に実施している。
➢ 「特定帰還居住区域」は、住民の帰還及び帰還後の生活の再建を目指す区域として、除染やインフラ整備等、避難指

示の解除に向けた取組を実施。

凡例

特定復興再生拠点区域
（避難指示解除済み）

特定帰還居住区域
（避難指示中）

現在の避難指示区域
（帰還困難区域）

元の避難指示区域
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原子力災害の被災地域における復興まちづくり

【大川原地区】
旧避難指示区域（H31年4月解除）

双葉町
大熊町は、町内の居住制限区域内にある比較的線量の低い大川原地区に、
新たな復興拠点を整備（令和2年度完成）。
下野上地区、西大和久地区では、将来の避難指示解除を見据えた居住環境、
産業活動の場等を整備中。

双葉町は、避難指示解除準備区域、かつ、津波リスクが低い中野地区を「復興産業
拠点」として、また、帰還困難区域に指定されていた双葉駅西側地区を帰還住民・就業
者等のための「新たな生活の場」として位置付け。
両拠点が連携しながら町の復興を先導。

事業期間：H28年度～R2年度（完成済み）
事業面積：約18.3ha

H29.3 事業認可
H29.6 工事着手
H31.4 町新庁舎開庁
R3. 3 工事完了

都市計画決定

産業・研究・業務

汚水処理施設

調整池

公益・業務

復
興
祈
念
公
園

Ｎ

事業期間：H30年度～R8年度
事業面積：約23.9ha

（Ⅰ期12.3ha、Ⅱ期11.6ha)

H30.7 事業認可（Ⅰ期）
R1. 8 工事着手（Ⅰ期）
R2.11 事業認可（Ⅱ期）
R5. 5 工事着手（Ⅱ期）

事業期間：H29年度～R8年度
事業面積：約49.6ha

H29.7 事業認可
H30.1 工事着手

【双葉駅西側地区】 【中野地区】
旧避難指示区域（R4年8月解除） 旧避難指示区域（R2年3月解除）

東日本大震災・原子力災害伝承館
産業交流センター

ＮＮ

住宅住宅
公園公園

公益・業務公益・業務

都市計画決定

Ｎ

住宅
公園

公益・業務

都市計画決定

調整池

住宅

住宅

公益

住宅
・公益

Ⅰ期事業

公益
・業務

調整池

公益
・業務Ⅱ期事業

大熊町

連 携

浪江町
浪江町は、平成29年3月
に避難指示が解除され、中
心市街地全体の復興再生に
向け、先導的に浪江駅周辺
地区を、暮らしや商業、賑わ
いの回復等の拠点として整備。

【浪江駅周辺地区】

事業期間：R3年度～R8年度
事業面積：約11.6ha

R4.2 事業認可
R5.1 工事着手

Ｎ

都市計画決定

公益
・業務

公園

住宅

公益

ふ た ば え き に し が わ な か の

な み え え き し ゅ う へ ん

旧避難指示区域（H29年3月解除）

【下野上地区】

事業期間：R2年度～R8年度
事業面積：約43.1ha

R2.7 事業認可
R3.7 工事着手

し も の が み

旧避難指示区域（R4年6月解除）

Ｎ

都市計画決定

公益・業務

調整池

住宅

住宅

調整池

公益
・業務

公園

住宅

公園

【西大和久地区】
旧避難指示区域（R4年6月解除）

事業期間：R6年度～R12年度
事業面積：約22.9ha

R7. 3 事業認可
R7. 7 工事着手

都市計画決定

公園

に し お お わ ぐ

公益・業務
公益・業務

調整池

お お が わ ら

➢ 福島再生加速化交付金（帰還・移住等環境整備）により、避難指示の解除又は解除の見通しが立っている区域にお
いて、復興・再生の拠点となる市街地（一団地の復興再生拠点市街地形成施設：都市計画に定める都市施設）の
整備を支援。

＜支援メニュー＞・計画策定費 ・公共施設等整備費：地区公共施設、高質空間形成施設、拠点支援施設、モニタリングポスト ・用地取得造成費

現 状
令和７８年２月末現在、福島県大熊町（大川原）の１地区で事業完了、大熊町（下野上、西大和久）、
双葉町（双葉駅西側、中野）、浪江町（浪江駅周辺）の計４５地区で事業実施中。
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原子力災害の被災地域における災害公営住宅等の整備

帰還者向け災害公営住宅
（双葉町 双葉駅西側地区）

災害公営住宅

再生賃貸住宅

・これまで計画された453 戸は全て整備完了。
※今後、住民の帰還意向や特定帰還居住区域における避難指示の解除の見通し等を踏まえ、

新たな整備を行う可能性あり。

・市町村による整備は、これまで計画された382383戸のうち281297戸が完了。
令和８９年度までの完成を目指す。 （※R8.1末時点で民間事業者の供給実績・計画は無し）

※今後、住民の帰還意向や特定帰還居住区域における避難指示の解除の見通し等を踏まえ、
新たな整備を行う可能性あり。

市町村 取組状況

田村市 ・12戸中12戸全て完了。

飯舘村
・25戸中15戸完了。
残り10戸については、令和８７年度までの完成を目指す。

浪江町
・165166戸中90戸完了。
残り7576戸については、令和８９年度までの完成を目指す。

大熊町 ・98戸中98戸全て完了。

川内村 ・10戸中10戸全て完了。

双葉町 ・56戸中56戸全て完了。

葛尾村 ・16戸中16戸全てについて、令和６年度中に完成予定  完了。 令和７８年２１月末時点。福島県HPをもとに国交省作成。

（進捗状況）

※帰還者向け。市町村による整備。

※帰還者・新規転入者向け。市町村又は民間事業者による整備。

➢ 避難指示が解除された区域又は解除の見通しが立っている区域における帰還者等の住まいの確保のため、災害公営住
宅・再生賃貸住宅の整備が行われており、国において支援を実施。

➢ 市町村による災害公営住宅・再生賃貸住宅の整備は、これまで計画されたものについては、令和８９年度までの完了を
目指している。住民の帰還意向等の状況を踏まえて随時計画の改訂を行う。

➢ 住宅の供給を加速化するため、今後、民間事業者による再生賃貸住宅の整備を推進していく。
（民間事業者による再生賃貸住宅の整備費への補助を令和８年度より拡充予定）
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原子力災害の被災地域におけるインフラ復旧・整備

水 道

・避難指示が解除された地域については、概ね断水解消 復旧済み。

・避難指示区域については、特定帰還居住区域の除染に合わせ、復旧中。

道 路

・避難指示が解除された地域については、概ね復旧済み。

・避難指示区域については、特定帰還居住区域の除染に合わせ、復旧中。

・避難指示区域等において住民帰還の更なる促進や産業再生のための

  道路整備を支援。

河 川

・避難指示が解除された地域については、復旧済み。

・避難指示区域内に残っていた二級河川熊川（大熊町）において、築堤

及び護岸復旧工事を実施中。が令和７年３月末の完了を目指す に完了。

海 岸
・避難指示が解除された地域については、復旧済み。

・避難指示区域内に残る細谷地区海岸（双葉町）、熊川地区海岸

（大熊町）の２か所で堤防工、消波工を実施中。令和８年３月末の

完了を目指す。

水道施設（管路）の復旧
（双葉地方水道企業団）

復興に向けた道路整備
（小野富岡線）

➢ 原子力災害の被災地域において、水道、道路、河川、海岸を復旧・整備。

5

記載の考え方（令和
【

・原子力災害被災地域における取組状況を概論的に示すセ

・原子力災害被災地域のうちどこ（拠点区域など）の状況な

・

・原子力災害被災地域については、用語を統一する

【

・避難指示が解除された区域では、除去土壌の仮置き場が

→

・避難指示区域内（双葉地方水道企業団）については除染が

→
→

→

・復興基本方針の「認定された計画にもとづき、除染やインフ



今後の予定

国営追悼・祈念施設（福島県） 事業工程

閣議決定

復興祈念公園 48ha

国営追悼・祈念施設 10㏊

福島県津波復興記念公園 イメージパース
（福島県浪江町・双葉町）

整備内容 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度

調査・測量・設計

造成工事

植栽工事

公園施設工事

管理棟等工事

一部利用開始 開園

➢ 東日本大震災による犠牲者への追悼と鎮魂や、震災の記憶と教訓の後世への伝承とともに、国内外に向けた復興に対する強い意
志の発信のため、地方公共団体との連携のもと、岩手県、宮城県及び福島県において地方公共団体が設置する復興祈念公園の
中に、国営追悼・祈念施設として中核的施設となる丘や広場等を整備。

➢ 岩手県・宮城県に設置する施設については、令和２年度末に整備完了し、令和３年度から一般会計で維持管理を開始。
➢ 福島県に設置する施設については、引き続き復興特会で整備を推進。令和７年度は、管理棟建築工事及び管理棟周辺造園工

事を実施予定。令和８年４月25日の福島県復興祈念公園の開園に向け、整備を推進。

東日本大震災からの復興の象徴となる国営追悼・祈念施設（仮称）の
設置について（平成26年10月閣議決定、平成29年9月一部変更）

東日本大震災による犠牲者への追悼と鎮魂や、震災の記憶と教訓の後世
への伝承とともに、国内外に向けた復興に対する強い意志の発信のため、国
は、地方公共団体との連携の下、岩手県陸前高田市、宮城県石巻市及び
福島県双葉郡浪江町の一部の区域に、国営追悼・祈念施設（仮称）を
設置する。

【福島】 令和７年度内での完成を目指し  ８年４月２５日の開園に向け整備

※令和3年1月に一部利用開始
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国営追悼・祈念施設整備事業



観光復興に向けた取組

福島県における観光関連復興支援事業 ブルーツーリズム推進支援事業

➢ 福島県が実施する滞在コンテンツの充実・強化、受入

環境の整備、プロモーションの強化等の取組を支援。

➢ 特に、震災・原発事故の被災地域をフィールドとした学

びの旅「ホープツーリズム」の取組を支援。

➢ ALPS処理水の海洋放出による風評への対策として、海

の魅力を高めるブルーツーリズムの推進を目的とした取組を

支援。

➢ 風評が特に懸念される沿岸部の地域において海の魅力を

体験できるコンテンツの造成やビーチ等の国際認証（ブ

ルーフラッグ）の取得に向けた取組等を支援。

ブルーフラッグ
環境教育セミナー

（岩手県陸前高田市）

ホープツーリズム
モニターツアー

（福島県浪江町）

海外の現地イベントに
おけるプロモーション

（台湾）

SUP※体験
コンテンツの造成

（宮城県名取市）

福島県の令和５６年における観光は、全体としては、回復傾向にある状況だが、震災前（平成22年）と比較すると、
➢ 外国人延べ宿泊者数の伸び率は、未だ全国や東北６県全体と比較し低い状況。

➢ 観光入込客数は、浜通り地域が中通りや会津地域と比較し、遅れている状況。

➢ 教育旅行（修学旅行、林間学校等、学生が参加した旅行）の延べ宿泊者数は、下回っている 。

（福島県：205.6％、全国：365.2％、東北６県全体：282.6％）
334.7            523.0                         412.2

（全体：100.7%、浜通り：73.4％、中通り：114.4％、会津：88.6％）
76.1          124.9         93.3

（震災前の60.7％） 
74.6 

7※スタンドアップパドルボード



3.11東日本大震災から15年 ～ショート動画の発信～

➢ 本年3月11日は東日本大震災から15年の節目にあたることから、当時の記憶を風化させず、震災を教訓として更なる
防災施策を推進するため、震災をよく知らない世代の若者をターゲットにショート動画を制作。

➢ 国交省及び建設業の当時の災害対応やその後の災害伝承の取組などを10本の動画にまとめ、３月11日から MLIT
チャンネル（YouTube）、国交省公式Xに投稿。

■【概要】
○3月11日（水）からショート動画を毎日１本、国土交通省のMLIT
チャンネル（YouTube）、公式Xに順次投稿。 

■ MLITチャンネル（YouTube） ■公式X

■【内容】
１．目の前は瓦礫の海、そのとき現場の指揮官は。
２．あなたは、この事実を知っていますか。
３．沈んだ空港を取り戻せ！
４．一刻も早く。
５．技術の力、知の力、全てを現場へ。
６．できることは、何でもする。
７．あの日、彼らは何故生き残ったのか。
８．災害を他人事にしないでください
９．未来へ続く高台のまち
10. その日に備えて

3.11東日本大震災 あの日から15年

目の前は瓦礫の海、
そのとき現場の指揮官は。

内陸側から海側への道路を切り拓く
道路啓開、「くしの歯作戦」を決行
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